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第６章 景観に関する基準 

（法 33 条第 5 項） 

 

１ 景観に関する法規定 

 

法第 33 条第５項 

景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政団体をいう。）は、良好な景観の形成

を図るため必要と認める場合においては、同法第８条第２項第１号の景観計画区域内において、

政令で定める基準に従い、同条第１項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容

を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。 

 

（景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定め   

る場合の基準） 

政令第 29 条の４ 法第 33 条第５項（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の政

令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される   

建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の   

最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行   

うものであること。 

二 切土又は盛土によって生じる法の高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区   

域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1.5 メートルを   

超える範囲で行うものであること。 

三 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目   

的又は予定される建築物の用途を限り、300 平方メートルを超えない範囲で行うものである   

こと。 

四 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目   

的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われ   

る土地の面積の開発区域の面積に対する割合が 60 パーセントを超えない範囲で行うもので   

あること。 

２ 前項第２号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定め  

る。 

 

２ 周辺景観への配慮 

建築物や工作物については、景観法に基づく滋賀県景観計画、若しくは景観行政団体の市町が定

める景観計画に適合させるとともに、地域の景観特性に配慮し、周辺景観に調和させること。 

また、敷地内の空地にはできるだけ多くの緑量を有する緑化措置を講ずるとともに、のり面が生

じる場合にあっては、芝、低木、中高木の植栽を講じること。 

 


